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資料２－５



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(4.25) Ｓ(4.62) Ｓ(4.85) S(5.00)

【主な取組状況】

① 研究所と病院等、センター内の連携強化
・ ７つの専門疾病ｾﾝﾀｰの設置・運営による研究所と病院等の専門性を活かした積極的な連携により共同研究を推進。 【１～７頁】
・ 専門疾病ｾﾝﾀｰ内の合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽやTMCの若手育成ｶﾝﾌｧﾚﾝｽなどの定期的な開催による相互の人的交流を推進。【８頁】
・ 研究所と病院の共同研究実施数は年々増加（次頁参照）。

② 研究基盤の整備
・ ＴＭＣ発足（H22.4)。専任のﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞｬｰ、生物統計解析室長等を常時配置し、医薬品及び治療法の開発に必要なﾊﾞｲｵﾘｿｰｽを用いた統計解析についての専門

的支援を実施する体制を整備。また、登録したﾊﾞｲｵﾘｿｰｽの臨床情報を解析するための臨床研究情報基盤（SAS）を整備し、ﾃﾞｰﾀ解析環境も整備。【11頁】
・ ＩＢＩＣ発足（H23.4）。３ﾃｽﾗＭＲＩ、ＭＥＧなど大型画像機器の整備。ﾎｯﾄﾗﾎﾞをＧＭＰ基準に適合させる工事完了。多施設画像研究やＰＥＴ製剤を用いたﾏｲｸﾛﾄﾞｰｽﾞ試

験が可能な体制を整備。【12頁】
・ ﾊﾞｲｵﾘｿｰｽ登録体制の整備（臨床検査部と連携した専任の臨床検査技師・臨床心理士の配置など）。【11～14頁】 登録検体数は飛躍的に増加（次頁参照）。

③ 産官学等との連携強化
・ 22年度より職務発明等規程、利益相反ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ規程など整備。【15頁】 23年度より連携ﾗﾎﾞ設置、ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞによる他機関と共同研究開始。【18頁】
・ 他の研究機関（大学含む。）との共同研究実施数、治験実施症例総数ともほぼ年々増加（次頁参照）。連携協定締結機関は８大学４機関（うち海外は３大学３機関）

④ 研究・開発の企画及び評価体制の整備 【16～18頁】
・ 精神・神経疾患研究開発費についての幹部によるﾋｱﾘﾝｸﾞを実施。研究計画段階から指導又は助言を行う体制を整備。【22頁】

⑤ 知的財産の管理強化及び活用推進
・ ＴＭＣ内にﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ室を設置。専任のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを配置し、知財管理や相談支援体制を整備。【24頁】 特許出願は件数は年々増加（次頁参照）。

【中期計画の概要】
①研究所と病院等、センター内の連携強化
・ 合同で行う会議等の開催、臨床研究等の共同実施、トランスレーショナルリサーチの実施を支援するとともに、相互の人的交流を図る。

・ 研究所と病院との共同での研究を中期目標の期間中に、平成21年度に比べ10％以上増加させる。

②研究基盤の整備
・ 生体試料レポジトリーを含めたトランスレーショナルメディカルセンター(TMC)や脳病態統合イメージングセンター(IBIC)の体制整備により、バイオリソース

に登録する検体数を中期目標の期間中に、平成21年度に比べ5％以上増加させる。

③産官学等との連携強化
・ 産業界、大学等の研究機関、NHO等の大規模治験拠点との連携を深めるため、知的財産、利益相反等に関する諸規程を整備。連携ラボをTMC内に整備。

・ 他の研究機関（大学含む。）との共同研究実施数年10件以上、治験実施症例総数を中期目標の期間中に、平成21年度に比べ5％以上増加させる。

④研究・開発の企画及び評価体制の整備
・ 研究（研究開発費を含む。）を企画・評価していく体制を強化するとともに、研究を支援していく体制を充実させる。

⑤知的財産の管理強化及び活用推進
・ 研究者が研究開発早期から利用できる知財コンサルテーション部門構築を目指し、知的財産管理や契約行為等に関する管理機能や相談支援機能の充実を図る。
・ 知的財産管理、共同研究・受託研究等の審査体制、契約行為等を行う管理機能を充実強化する。知的財産の活用に関しては、医療現場での実用化を目指す。
・ 職務発明委員会における審査件数について、年3件以上とし、特許出願が適切かどうかの議論を活発に行う。
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評価項目１ 臨床を志向した研究・開発の推進

暫定評価

S（4.68）



【数値目標】バイオリソース登録検体数【14頁】

【数値目標】他の研究機関(大学含む。)との共同研究実施数【20頁】

【数値目標】治験実施症例総数【21頁】

【数値目標】職務発明委員会審査件数【26頁】

※審査後、特許出願に至った件数

中期計画・・中期目標期間中にH21’比5%
以上増加 (818件)

中期計画・・中期目標期間中にH21’比5%以上増加 (185例)

中期計画・・年10件以上実施

中期目標に掲げた数値目標は概ね大幅に上回る実績をあげている。

中期計画・・中期目標期間中にH21’比10%
以上増加 (28件)
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【10頁】



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(4.25) A(4.00) A(4.42) S(4.66)

【主な取組状況】

① 臨床研究機能の強化
・ TMCに臨床研究簡易相談窓口を設置。生物統計専門家、PMDAとの人事交流による薬事戦略相談が可能な人員を配置し、体制を強化。

25年度にはｾﾝﾀｰ内で実施される臨床研究及び医師主導治験について、臨床、非臨床、生物統計、薬事等の専門的支援を行うﾒﾝﾊﾞｰで構成されたﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ･ﾚﾋﾞｭｰ

委員会を設置し、臨床研究を支援する体制を構築。【28頁】

・ 筋ｼﾞｽﾛﾌｨｰ患者登録（Remudy)や筋ｼﾞｽﾛﾌｨｰ臨床試験ﾈｯﾄﾜｰｸなど希少疾患の患者登録や多施設共同臨床研究を行うﾈｯﾄﾜｰｸの構築を推進。 【28,29頁】
Remudyは、登録患者数1,274件（H25’累計）。筋ｼﾞｽﾛﾌｨｰ臨床試験ﾈｯﾄﾜｰｸは、加入施設31施設、神経筋疾患患者数5,700名以上(H25’累計）まで発展させた。

・ 有害事象等の情報収集及び報告方法について手順を定め、ｼｽﾃﾑで定期的に報告する体制を整備、24年度より報告回収率100％を達成。【30頁】
・ 常勤CRCを6名増員するとともに、25年度には臨床研究推進部を設置し、病院における臨床研究実施部門を強化。【30頁】
・ 臨床研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(CRC)は、22年度から25年度において、常時10名以上（最大14名）配置。【32頁】
・ 治験申請から最初の症例登録(First Patient In)までの期間は、各年度平均100日未満を達成(H22’48.6日 → H23’42.7日 → H24’67.8日 → H25’70.6日)。 【32頁】

② 倫理性・透明性の確保
・ 臨床試験審査委員会(IRB)、利益相反委員会(COI) に外部委員を入れるなど透明性を強化。COIは事後申告から事前申告及び随時申告に変更。 【33頁】
・ 治験の透明性を確保するため、倫理委員会や治験審査委員会(IRB)の議事録をHPで公開。【33頁】
・ 定期的に倫理講座を開講（新規受講者向け 各年度1～2回、更新対象者向け 各年度2回～3回)。【33頁】
・ 治験HPによる情報開示。CRC増員による患者説明体制の整備。【34頁】
・ 専任の認定遺伝ｶｳﾝｾﾗｰ配置による遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの強化。患者・家族への遺伝学的情報提供を実施。【34頁】

【中期計画の概要】
①臨床研究機能の強化
・ センター内で実施される臨床研究及び単独又は数施設程度で行う早期臨床開発を支援する部門を整備する。また、疫学・生物統計学の専門家や薬事専門家等
の支援が得られる体制を構築し、承認申請を目指す臨床試験に対しても切れ目のない支援が得られるようにする。

・ 各種指針に基づき臨床研究で発生した有害事象等を収集し、倫理委員会や規制当局等へ報告する体制を構築する。
・ 治験等の臨床研究の実施体制の強化のため、薬事・規制要件の専門家を含めた治験業務に携わる人材の充実をはじめとする臨床研究の支援体制の整備に努め
る。

このため、臨床研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(CRC)を、常時10名以上勤務させる。治験申請から最初の症例登録(First Patient In)までの期間を平均100日以内とする。

②倫理性・透明性の確保
・ 倫理性・透明性が確保された臨床研究等の実施を図るため、倫理委員会や治験審査委員会(IRB)、利益相反委員会(COI)、モニタリング・監査等の体制を強化
するとともに、主要な倫理指針等について定期的な教育の機会を設ける。

・ センターで実施している治験等臨床研究について適切に情報開示するとともに、センターを受診する患者への研究に関する説明を組織的かつ効率的に行う
体制を確立し、研究への協力に係る患者負担の軽減を図る。特に、遺伝子解析を伴う臨床研究の実施に際して、患者が適切に遺伝カウンセリングを受けられる

よう体制を強化する。また、患者・家族への研究に関する情報開示及び問い合わせへの対応等を行う。
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暫定評価

A（4.33）

評価項目２ 病院における研究・開発の推進



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

S(4.50) S(4.87) S(4.71) S(5.00)

【主な取組状況】

（１）疾病に着目した研究
① 神経・神経疾患等の本態解明 【39頁】

・ 様々な神経・筋疾患に関与すると考えられるﾘｿｿｰﾑ分解に関する研究において、ＲＮＡが直接ﾘｿｿｰﾑに輸送され分解されるという新しいｵｰﾄﾌｧｼﾞｰｼｽﾃﾑを見いだした。
・ 新生児低酸素性虚血性脳症のﾓﾃﾞﾙﾗｯﾄを作成し、脳低温療法と同等の効果をもたらすlectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor -1（LOX-1）を発見し、そ

の病態を明らかにした。

② 精神・神経疾患等の実態把握 【42頁】
・ 加入者33万人の健保団体の診療報酬ﾃﾞｰﾀを用いて、睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬の処方実態の経年による追跡調査を実施し、向精神薬の処方率

及び睡眠薬の3剤以上の多剤併用率が増加していることを明らかにした。この調査結果が診療報酬上の減算対応という医療行政施策に反映された。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進 【46頁】
・ 視神経脊髄炎(NMO)患者の髄液でもﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾞﾗｽﾄが増加していることを世界で初めて明らかにした。ｼﾝｸﾞﾙｾﾙｿｰﾄしたﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾞﾗｽﾄの抗体遺伝子配列を決定した

結果、髄液で増えているﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾞﾗｽﾄの多くが、末梢血に由来することを証明できた。
・ 運動等といった骨格筋の負荷に応じて様々な細胞内ｼｸﾞﾅﾙ因子が活性化され、筋肥大が促進されるが、陽ｲｵﾝﾁｬﾈﾙTRPV1のｱｺﾞﾆｽﾄであるｶﾌﾟｻｲｼﾝを投与する

ことにより、過負荷依存的なｼｸﾞﾅﾙ因子の活性化を模擬できることを示した。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進 【51頁】
・ 多発性硬化症治療薬OCHを医療ｽｰﾊﾟｰ特区で開発した。健常者を対象とした早期探索的臨床試験(First in human)を終了し、患者を対象とした試験を開始した。
・ 筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰの治療法開発に向けて、ｴｸｿﾝ53ｽｷｯﾌﾟを誘導するﾓﾙﾌｫﾘﾉ核酸としては世界初となるﾃﾞｭｼｪﾝﾇ型筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ治療薬の開発を行った。25年度より早期探

索的臨床試験(First In Human)を開始した。
・ 関節ﾘｳﾏﾁの治療薬である抗IL-6受容体抗体ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞを視神経脊髄炎の治療に応用する研究を行った。９例に処方し、再発抑制、疼痛抑制における顕著な効果を

確認した。

【中期計画の概要】
１．重点的な研究・開発の考え方

センターでは、精神・神経疾患等について、領域横断的な研究を実施し、その疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や病態解明、予防・診断・治
療の研究・開発を推進する。特に、国民ニーズが高いにも関わらず、開発リスクが高い希少疾患や重度・難治性の精神・神経疾患等について、より積極的
に実施する。
研究・開発に当たっては、研究所と病院の緊密な連携を基本として、国内外の医療機関、研究機関、学会等との連携の一層の推進を図る。また、精神・

神経疾患等の発症機序の解明につながる基礎的研究の推進から、予防医学技術の開発、基礎研究を臨床現場に橋渡しするいわゆるトランスレーショナルリ
サーチ、臨床に直結した研究・診療や機能回復等に係る技術開発や社会応用研究等を総合的に進める。このため、英文・和文の原著論文及び総説発表総数
を、中期目標の期間中に、平成21年度に比べ5％以上増加させる。

２．具体的指針

（１）疾病に着目した研究
①精神・神経疾患等の本態解明 ②精神・神経疾患等の実態把握 ③高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進 ④医薬品及び医療機器の開発の推進

（２）均てん化に着目した研究
①医療の均てん化手法の開発の推進 ②情報発信手法の開発
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暫定評価

S（4.77）

評価項目３ 担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進



【主な取組状況】

（２）均てん化に着目した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進 【54頁】
・ 精神科病棟における隔離拘束の実態や薬剤処方・行動制限の実態についてを簡便に把握できるようｿﾌﾄｳｴｱ（ｅCODO）を開発して、全国の医療機関に導入を

進め、指標開発及び運用のためのｲﾝﾌﾗを整備した。開発したｅCODOｼｽﾃﾑを用いて様々な指標の開発に向けた研究を実施した。
・ 不眠症の薬物療法を安全かつ効果的に行うための診療指針として「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」を作成した。
・ 統合失調症患者に対する抗精神病薬の処方についてﾚｾﾌﾟﾄのﾅｼｮﾅﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの分析を行い、統合失調症患者への抗精神病薬の適切な処方を推進する抗精神

病薬減量法ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを作成した。

・ うつとﾗｲﾌｽﾀｲﾙの改善を図るため、うつの評価と連携ができる包括的人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発及び均てん化を目指し、ﾒﾝﾀﾙｹｱﾓﾃﾞﾙ開発ﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（身体疾
患患者へのﾒﾝﾀﾙｹｱﾓﾃﾞﾙ開発に関するﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）を6ﾅｼｮﾅﾙｾﾝﾀｰで開始し、研修内容のﾓﾃﾞﾙ開発を行い、その後、各ｾﾝﾀｰ病院における研修と均てん化
に向けた拠点病院研修（導入編）を実施した。25年度には導入編研修修了者に対し、継続的に専門性の高い研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが必要と考え、「包括的なうつ管理のた
めの研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編」を実施した。

②情報発信手法の開発 【58頁】
・ 国民の精神疾患に関する理解の深化への寄与可能性を検討することを目的としてﾒﾃﾞｨｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽを開催した。22年度より毎年度、東京で4回、その他で1回

から2回開催した。25年度はＷＨО世界自殺ﾚﾎﾟｰﾄ会議の関連行事として、国際的な行事として開催し、「自殺予防におけるﾒﾃﾞｨｱと自殺予防専門家のﾊﾟｰﾄ
ﾅｰｼｯﾌﾟ」について国内外の報告をもとにﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行った。

【数値目標】臨床研究及び治験実施件数【52頁】

中期計画・・中期目標期間中に臨床研究
及び治験の実施件数の合計数
のH21’比5%以上増加 (145件)

中期計画に掲げた数値目標は、平

成22年度以降、継続して上回る実

績をあげている。
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H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

原著論文
375 343 352 304 357

(283) (253) (296) (255) (300)

総説
245 305 318 316 269

(10) (26) (25) (41) (27)

論文・総説計
620 648 670 620 626

(293) (279) (321) (296) (327)

原著・著書 195
(5)

148
(13)

269
(17)

216
(19)

153
(11)

国際学会発表 217 262 301 307 277

国内学会発表 739 649 838 635 743

■【数値目標】原著論文等の発表件数 (中期計画：英文と和文の原著論文及び総説発表総数をH21’比5％以上増加)

論文数
IF10～
15未満

IF15～ 論文の被引用回数
H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

H21年 197 3 4 116 673 880 861 844 284
H22年 190 5 4 131 545 715 735 256
H23年 219 8 4 97 526 807 296
H24年 238 2 3 99 467 214
H25年 262 4 2 216 201

※ （ ）の件数は英文内数

■ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ（IF）が付与された学術雑誌収録論文の被引用回数等の推移

※ 平成26年6月1日時点の情報を収集している。

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付
与された学術雑誌
収録論文数は年々
増加している。

平成23年度に達
成した。
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【38頁】



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(4.25) A(4.00) A(4.00) A(4.00)

【主な取組状況】

① 高度先駆的な医療の提供
・光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助【60頁】

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
129件 →  259件 →  270件 →   416件 →   588件

・ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病の遺伝子診断【60頁】
H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

75件 → 109件 → 120件 → 148件

・薬剤血中動態ﾓﾆﾀｰに基づく高度先駆的治療【61頁】
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

59件 →      51件 → 75件 → 120件 → 160件

・専門外来（もの忘れ、うつ病、睡眠障害、mECT、薬物依存、飲み込み）の開設、診療実施。【62頁】

・認知行動療法(CBT)ｾﾝﾀｰと病院臨床心理室が連携し、通院患者にCBTを提供。【65頁】

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供
・７つの専門疾病ｾﾝﾀｰ（多発性硬化症、筋疾患、てんかん、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・運動障害疾患、

地域精神科ﾓﾃﾞﾙ医療、睡眠障害、統合失調症早期診断・治療）を設置し、活動を充実して運営。
【66頁】

・重度精神障害者に対してｺﾝﾋﾟｭｰﾀを用いた認知機能改善ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施するとともに、就労支援を専門
とするｽﾀｯﾌとｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが連携して就労支援（援助付雇用）を実施。 【68頁】

H23年度 H24年度 H25年度
就労支援による就職者数 ３名 → 30名 → 35名

【中期計画の概要】
①高度先駆的な医療の提供
・ 精神・神経疾患等について、国内外での研究成果を集約し、新規治療法候補については、臨床研究等で検討する等により、高度先駆的な医療を提供する。

②医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供
・ 精神・神経疾患等について、最新の知見に基づき、標準的な医療を提供するための診療体制を整える。
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暫定評価

A（4.06）

評価項目４ 高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

△△荘

多職種による
アウトリーチ活動

有期限の
医療型リハビリ

心理教
育

就労支
援

生活支
援

費用対効果分析

アウトカム調査

試行地域

地域精神科医療モデルの開発



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

A(3.50) A(4.25) A(4.00) A(4.16)

【主な取組状況】

① 患者の自己決定への支援 【70,71頁】
・ 医療観察法対象者に係る家族会、精神科におけるｹｱ会議を開催。24年度に「説明と同意及び説明書・同意書に関する基準」を作成し、病態に応じた説明文書を患者に提供。

・ 可能な限り患者の希望する日に実施できるよう調整し、ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ外来の実施件数は年々増加（次頁参照） 。

② 患者等参加型医療の推進 【72頁】
・ ＣＢＴｾﾝﾀｰ発足（H23.4)に伴う 認知行動療法の推進。23年度より患者満足度調査を実施するとともに、医療ｻｰﾋﾞｽ検討委員会で検討し、調査結果による患者ｻｰﾋﾞｽ改善を実施。

③ チーム医療の推進 【76～81頁】
・ 専門疾病ｾﾝﾀｰにおけるﾓﾃﾞﾙ的ﾁｰﾑ医療の実施。また、厚生労働省が実施するﾁｰﾑ医療に関する委託事業を受託し、精神科多職種ﾁｰﾑ医療を実施、研修会を開催。
・ 22年度より電子ｶﾙﾃを導入。一括管理された診療情報を多職種で共有し業務に活用できるｼｽﾃﾑを構築。 ・多職種ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽは毎年度150件以上実施。

④ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供 【82～85頁】
・ 地域医療連携のため22年度より登録医療機関制度を実施。連携医療機関数は年々増加。（H22’ 125施設→H25’ 358施設） ・ 紹介率、逆紹介率は、ほぼ年々増加（次頁参照）。
・ 院外の保健所、市役所、地域生活支援ｾﾝﾀｰ等と連携会議を行って訪問看護が必要な場合は積極的に訪問看護を実施（H21’371件 → H25’ 3,146件）

⑤ 医療安全管理体制の充実 【86,87頁】
・ 医療安全研修会を22年度から25年度までで103回（延受講者4,804名)、感染症研修会を22年度から25年度までで68回（延受講者2,622名)実施（次頁参照）。

⑥ 客観的指標等を用いた医療の質の評価 【88,89頁】
・ ｅCODOを活用した医療の質の評価。23年度に日本医療機能評価機構の機能評価を受診し、認定を受けた。 8

暫定評価

A（3.97）

評価項目５ 患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供

【中期計画の概要】
①患者の自己決定への支援
・ 患者との信頼関係を構築し、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的に行うために必要な説明と情報開示等を適宜行い、患者・家族との情報の共有化
に努める。病態に応じた説明文書の提供と同意取得手続きの標準化を進める。

・ セカンドオピニオン外来実施件数を中期目標期間中に、平成21年度に比べ20%以上増加させる。

②患者等参加型医療の推進

・ 患者等参加型医療及びセルフマネジメントの推進の観点から、患者等の医療に対する理解を支援する機会の提供に努める。さらに、患者の視点に立った医療を提供す
るため、定期的な患者満足度調査や日常的な患者・家族の意見収集を行うことで患者ニーズの把握に努め、診療内容や業務の改善に活用する。

③チーム医療の推進

・ 複数の診療科が参加する合同ケースカンファレンスの開催等を実施し、日常的な交流を図り、治療の向上につながる診療科横断的なチーム医療を実現する。
・ 電子カルテの導入を図り、臨床研究や多職種連携のために医療情報を共有する。
・ 多職種ケースカンファレンスを年間150件以上実施する。
④入院時から地域ケアを見通した医療の提供
・ 入院から地域ケアまで一貫した重点的な支援を実施する。そのため疾患領域毎の地域連携リストを作成するなどでネットワーク化を進める。また、入院から地域ケア
までの一貫した治療と支援を計画・提供する。そのため各種医療連携を担当する人材を配置し、組織横断的な調整を行う。退院促進・在宅支援の調整に際しては、院外
の医療資源との多職種連携の体制を整備する。さらに、画像等の専門的な検査について、地域の医療機関との連携を進める。

・ 紹介率と逆紹介率については、中期目標の期間中に、平成21年度に比べ各々5％以上増加させる。
⑤医療安全管理体制の充実
・ 医療安全管理体制を充実し、医療事故防止、感染管理及び医療機器等の安全管理に努める。医療安全又は感染症対策研修会を年10回以上開催する。
⑥ 客観的指標等を用いた医療の質の評価
・ センターで行う医療の質を評価するため、客観的指標等を研究開発しつつ、患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供を行う。



中期目標に掲げた数値目標は全て上回る実績をあげている。

【数値目標】セカンドオピニオン外来実施数【71頁】

中期計画・・中期目標期間中にH21’比20%
以上増加 (66件)

【数値目標】多職種ケースカンファレンス実施件数【81頁】

中期計画・・年間150件以上実施

中期計画・・中期目標期間中に各々H21’比5%以上増加
(紹介率66.1%。逆紹介率48.0%）

【数値目標】医療安全又は感染症対策研修会開催回数【87頁】

中期計画・・年間10回以上開催
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【85頁】



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(3.87) A(4.00) A(4.42) A(4.00)

【主な取組状況】

① 医療観察法対象者への医療の提供
・医療観察法において透析医療を実施できる唯一の指定入院医療機関として、厚生労働省に医療観察法病棟
における透析実践ﾓﾃﾞﾙを提案し、実施。【90頁】

・24年度には厚生労働省が実施するﾁｰﾑ医療に関する委託事業を受託してﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催し、「身体科医の
往診による身体合併症医療ﾓﾃﾞﾙ」について報告し、普及を図った。【90頁】

・医療観察法における指定通院医療機関として、厚生労働省に「重層的包括的多職種ﾁｰﾑ医療ﾓﾃﾞﾙ」を提案し、

同ﾓﾃﾞﾙによる通院医療を実施。【91頁】
・医療観察法病棟における多職種協働ｹｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ（CPA）を毎年度100件以上実施【92頁】

② 重症心身障害児（者）への医療の提供
・在宅又は他施設で治療困難と言われた患者に対して外科・歯科・栄養、褥瘡ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑと連携し、栄養状態

の評価と改善、全身麻酔下歯科治療、難治てんかんの評価と治療、胃瘻増設、虫垂炎などあらゆる治療を
提供。【93頁】

・人工呼吸器装着のため他施設では受け入れられない重症児（者）を積極的に受け入れ。【93頁】
・在宅支援病床4床を確保し、在宅人工呼吸療法を含め、在宅重症心身障害児（者）のﾚｽﾊﾟｲﾄ入院を
積極的に受け入れ。受け入れ数は年々増加。【94頁】

【在宅重症心身障害児（者）のﾚｽﾊﾟｲﾄ入院数推移】

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
115名 → 191名 → 262名 → 485名

【中期計画の概要】
①医療観察法対象者への医療の提供
・ 医療観察法病棟に入院している対象者に特有な病態に対応した諸検査を実施し、適切な治療計画に基づいた医療を提供する。対象者の家族会を継続的に実
施する。また、対象者の身体合併症に対しては、他の医療機関との連携及び総合診療機能によるモデル医療を提供する。退院後に地域生活への安全で円滑な
移行を支援する。

・ このため、多職種協働ケアプログラムアプローチ（CPA）を年100件以上実施する。

②重症心身障害児（者）への医療の提供
・ 重症心身障害児（者）のために総合的な機能評価を実施し、その評価結果に基づいた各機能障害に対する専門的治療を実施する。他施設からの診断・評
価・治療の受け入れを実施する。

・ 在宅支援のために、在宅の重症心身障害児（者）に対しても、家族のレスパイトも兼ねて短期入院による総合的な機能評価を行う。さらに、療育・余暇活
動などを通して、患者QOL向上を目指す。地域の社会資源の活用・連携を推進する。
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暫定評価

A（4.07）

評価項目６ その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

（医療観察法病棟）

・医療観察法対象者への医療の提供

（我が国最大 66床）

・我が国唯一の身体合併症医療対応

・全国30指定入院医療機関の牽引役

・裁判所、検察庁、保護観察所との強力な連携

（医療観察法病棟）

・医療観察法対象者への医療の提供

（我が国最大 66床）

・我が国唯一の身体合併症医療対応

・全国30指定入院医療機関の牽引役

・裁判所、検察庁、保護観察所との強力な連携



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(4.25) S(4.50) A(4.14) A(4.00)

【主な取組状況】

（１）リーダーとして活躍できる人材の育成 【98頁】
・ 臨床研究のための基礎及び専門的知識、そして倫理に関する知識の獲得を目的とした事業として、ＴＭＣ臨床研究研修制度(Clinical Research Track)を整備し実施。

・臨床研究の知識及び技術に関する教育の機会を増やすために、e-learningﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄである「CRT-web」を開発し、講義と演習を取り入れた双方向性のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
形式の公開講座を開講（e-learning登録者数は、H23’550名 → H24’ 1,037名 → H25’  1,256名と年々増加）。

・慶應義塾大学医学部ｸﾘﾆｶﾙﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰの後援を得て、臨床研究計画書(ﾌﾟﾛﾄｺﾙ)ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ特訓ｾﾐﾅｰや、国立成育医療研究ｾﾝﾀｰと協力して、研究の統計解析
方法であり、EBMにおいて最も質の高い根拠とされるﾒﾀ・ｱﾅﾘｼｽの入門講座を開催するなど新しい取組も行った。

（２）モデル的研修・講習の実施 【100頁】
・医療従事者等に対するＣＢＴ等各種ﾓﾃﾞﾙ的研修を実施。光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨｰ研修は、実績が認められ、同検査が保険収載された際の施設基準取得の条件に、ｾﾝﾀｰでの研
修を修了している常勤医師の配置が必要とされた。

【中期計画の概要】
（１）リーダーとして活躍できる人材の育成

・ 精神・神経疾患等の研究・医療における専門家を養成するため、TMC等を活用し、レジデント及び流動研究員等への教育・指導内容の充実を図る。地域の
指導的役割を担う人材や臨床研究の推進者を育成し、医師、研究者以外の職種にも対応した課程を整備する。このため、実務者・指導者研修又は臨床研究実
践講座を年5回以上開催する。

（２）モデル的研修・講習の実施
・ 精神・神経疾患等における医療の質の向上を目的として、我が国の医療政策上の課題を踏まえた医療従事者等に対する各種モデル的研修・講習を実施する。
このため、センター外の医療従事者等に対する研修を年間20回以上実施する。また、同受講者数を年間1,000人以上とする。

11

暫定評価

A（4.22）

評価項目７ 人材育成

中期目標に掲げた数値目標は全て大幅に上回る実績をあげている。

中期計画・・1,000人以上中期計画・・20回以上中期計画・・年５回以上開催
【96頁】 【101頁】 【101頁】



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(3.50) A(4.00) S(4.57) A(4.00)

【主な取組状況】

（１）ネットワーク構築の推進
・筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ臨床試験ﾈｯﾄﾜｰｸを発足（加入31施設。神経筋疾患患者数5,700名以上）。【102頁】
・学術団体・研究機関、地方公共団体、関係団体及び民間団体等の連携による自殺対策に関する科学的根拠の創出、集約、及び情報発信等を行うために

「自殺予防総合対策推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ準備会」を発足（加盟団体 学術団体66団体、協力団体9団体）。【103頁】
・うつとﾗｲﾌｽﾀｲﾙの改善を図るため、うつの評価と連携ができる包括的人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発及び均てん化を目指し、ﾒﾝﾀﾙｹｱﾓﾃﾞﾙ開発ﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（身体疾患患者へのﾒﾝﾀﾙｹｱﾓﾃﾞﾙ開発に関するﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）を6ﾅｼｮﾅﾙｾﾝﾀｰで開始。【104頁】

（２）情報の収集・発信
・ＮＣＮＰ市民公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等を開催し、精神疾患・神経疾患・筋疾患・発達障害をはじめとする脳と心の機能などに深く関連する疾患

について、ｾﾝﾀｰが取り組んでいる新しい医療や研究の現状などについて一般市民に説明。【105頁】
・ｾﾝﾀｰの広報活動推進のため、24年度に、企画戦略室の下に広報ｸﾞﾙｰﾌﾟを整備し、体制を強化。【105頁】

【実績】
H23年度 H24年度 H25年度

・NCNP報道記事掲載数 245件 → 406件 → 1,451件
・Youtube配信実績 配信動画55本(24,25年度の累計）
・twitterﾂｲｰﾄ実績 156 回(24,25年度の累計）

・医療従事者・患者向けＨＰｱｸｾｽ数は、各種の活動内容を積極的に情報発信したところ、ｱｸｾｽ数が大幅に増加。【106頁】
・ｾﾝﾀｰのﾐｯｼｮﾝや最新の取組を国民に分かりやすく理解して頂けるよう、ｾﾝﾀｰ全体の年報として「NCNP ANNUAL REPORT 2012-2013」

を発行し、ｾﾝﾀｰHPに公表。【108頁】

【中期計画の概要】
（１）ネットワーク構築の推進

・ センターと都道府県の中核的な保健医療機関等とのネットワークの構築を目指し、相互の交流を通じて高度先駆的医療や標準的医療等の普及を図る。

（２）情報の収集・発信
・ 精神・神経疾患等に関する予防・診断・治療法等について、医療従事者や患者・家族が信頼のおける情報を分かりやすく入手できるよう、国民向け、患者向
け、保健医療機関向け、他の関連団体向けの情報発信を行う。また科学的根拠に基づいた情報等につき、国内外の知見の収集と評価を行う。

・ 医療従事者・患者向けＨＰアクセス数を年間20万件以上確保する。
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暫定評価

A（4.01）

評価項目８ 医療の均てん化と情報の収集・発信



【数値目標】医療従事者・患者向けＨＰアクセス数

中期計画・・年間20万件以上

※ 患者向けは病院トップページ及び「生きる」サイトのアクセス数
医療従事者向けは研究所等のトップページのアクセス数 13

中期目標に掲げた数値目標は大幅に上回る実績をあげている。

【106頁】



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(4.12) A(4.25) A(4.28) S(4.83)

【主な取組状況】

国への政策提言に関する事項
・自殺総合対策大綱（以下、大綱）の改正に当たって24年6月に「自殺総合対策大綱の見直しに向けての提言」をまとめ、自殺対策担当大臣に手交した。【111頁】
・災害精神保健医療ﾁｰﾑ（DPAT)策定への専門的な助言を行い、その実行のための情報ｼｽﾃﾑ（DMHISS)開発とそれにかかる研修を実施。また、ＤＰＡＴが現場

で支援を行うための具体的な活動ﾏﾆｭｱﾙの素案を作成し、厚生労働省に報告。ＤＰＡＴ活動要領の改正につなげた。【111頁】
・「危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ」、「指定薬物」について、依存性・細胞毒性を評価してﾃﾞｰﾀを提出。国策としての薬物使用の禁止及び制限についての提案（依存性薬物の指定）を
行った。ｾﾝﾀｰからのﾃﾞｰﾀ提供により、24年度、25年度の２年累計で1,267種類の薬物が包括指定され、12種類が麻薬指定された。危険ドラッグの使用実態について、
初めて全国調査を実施し、厚生労働省に報告した。【112頁】

その他我が国の医療政策の推進等に関する事項
（１）公衆衛生上の重大な危害への対応
・東日本大震災における医療支援活動の実施。心のケア専門家による支援活動。【113,114頁】
・災害時こころの情報支援ｾﾝﾀｰによる活動（DPAT研修など大規模自然災害発生時の全国ﾚﾍﾞﾙの支援体制に関する技術的支援や、台風２６号による大島の土石流
災害に対して臨床心理士を派遣、山梨県豪雪に対する県への支援など公衆衛生上の重大な危害発生時に迅速かつ適切な対応を行った）。【114,115頁】

（２）国際貢献
・国際的な診断基準やﾌﾚｰﾑﾜｰｸ策定の議論に積極的に参加。【116頁】
・米国を中心にした筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ臨床研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ（CINRG）やﾖｰﾛｯﾊﾟの神経筋疾患臨床研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ（TREAT-NMD）など国際共同治験ｸﾞﾙｰﾌﾟに積極的に参加。
【116,117頁】

・積極的に海外からの研修生や研究者を受け入れ、人材の育成・教育及び共同研究を行った。22年度から25年度において、常時10名以上受け入れた。【119頁】
【海外からの研修生及び研究者の受入数推移】

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
11名 → 17名 → 18名 → 18名 → 28名

【中期計画の概要】
国への政策提言に関する事項
・ 精神・神経疾患等に関する保健医療福祉政策の企画・立案に必要な根拠を、先行研究の分析、疫学研究、臨床研究等により創出する。具体的には、標準医
療・モデル医療とその均てん化手法の開発を目指した研究を実施する。また、我が国の抱えている精神・神経疾患等に関する医療政策及び自殺対策等の緊急性
の高い課題を効果的、効率的に解決できるよう、国内外での研究成果及び我が国の実態調査結果等を踏まえ、専門的な政策提言を行う。

その他我が国の医療政策の推進等に関する事項
（１）公衆衛生上の重大な危害への対応

・ 大規模災害やパンデミック等、公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国等の要請に対して迅速かつ適切な対応を行う。
（２）国際貢献

・ 精神・神経疾患等の医療における我が国の代表的機関として、積極的な国際貢献を行う。産官学の各領域で行われる研究開発の国際連携の場に積極的に参加
し、あるいは企画・主導するとともに、諸外国から研究者等を受け入れる。具体的には、海外からの研修生及び研究者を年間10名以上受け入れる。
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暫定評価

A（4.37）

評価項目９ 国への政策提言、その他我が国の医療政策の推進等



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(3.75) A(3.50) A(3.71) A(3.66)

【主な取組状況】

① 副院長複数制の導入 【121頁】
・独立行政法人国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ組織規程において、特命事項を担う副院長（特命副院長）について規定し、22年4月より特命副院長の設置を可能

とした。24年度より、臨床研究の推進及び経営改善を担当する特命副院長並びに教育・研修及び情報を担当する特命副院長を配置した。25年度にはｾﾝﾀｰ病
院の使命である研究・開発の推進のため、複数配置されている特命副院長の役割分担を見直し、臨床研究・治験について、従来は病院の経営改善等を担当する
特命副院長の業務となっていたものを、もう１人の特命副院長の担当業務とし、臨床研究・治験をより強力に推進する体制とした。

② 事務部門の改革 【122頁】
・ｾﾝﾀｰの経営企画を担当する企画経営部を設置するなど、効率的、効果的な運営体制となるように、22年度より、1局4課制から3部5課制とした。
・21年度末定数に比して増加していた事務職員定数6名を、総人件費改革の思想に従い削減することとし、24年3月31日付で事務職員5名が異動、１名が自己都合

による退職したが、その後は不補充とした。また、25年11月30日付で事務職員1名が異動により退職したが、その後は不補充とした。合計7人の定数を見直した。
・23年度より、財務経理部長を専任化し、調達機能及び医事機能の強化を図った。
・ｾﾝﾀｰの広報活動をより推進するため、24年度より、企画戦略室の下に広報ｸﾞﾙｰﾌﾟを整備し、体制を強化した。

・給与計算・支払、社会保険・労働保険業務、人件費にかかる財務処理及びその他関連業務等を統合し事務の簡素化・効率化及び精度の向上を図るため、専門
的知識及び技能等を有する事業者への業務委託を検討した。

③ その他ガバナンスの強化等を目指した取組 【123頁】
・25年度より、監事による施設長（総長、病院長、神経研究所長、精神保健研究所長、総務部長、企画経営部長）との面談を行い、各施設長が、業務の運営状況を
把握しているかや効率的かつ適切な運営を行っているか確認した。

・高度先駆的医療推進のため、医師、看護師及び理学療法士の増員等、人材確保を進めるとともに、医療安全に関しては、引き続き医療安全管理室に専任の職
員を配置し、医療安全に対する取組を行うとともに、25年度はﾃﾞｰﾀ分析等を行うための体制を強化した。

【中期計画の概要】
（１）効率的な業務運営体制
①副院長複数制の導入
・ 特命事項を担う副院長の設置を可能とするとともに、副院長の役割と院内での位置付けを明確化する。

②事務部門の改革
・ 事務部門については、配置を見直し、効率的・効果的な運営体制とする。
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暫定評価

A（3.65）

評価項目１０ 効率的な業務運営



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(4.12) B(3.00) B(3.42) B(3.33)

【主な取組状況】

○効率化による収支改善
・22年度～25年度までの４ヵ年を累計した損益計算における経常収支率は97.6％（次頁参照）

① 給与制度の適正化 【124頁】
・職員給与における基本給について、独立行政法人移行を機に職務給の原則に従い、国時代の特徴である年功的要素の影響を抑制することとし、一般職員につい

て若年層の給与水準は変えず、中高年の年功的な給与水準を緩やかな給与ｶｰﾌﾞとする等、給与制度を見直し（26年1月から実施）。
・国時代に支給されていた給与における調整額の見直し（勤務実態に応じた特殊業務手当を創設）。
・国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号）に基づく国家公務員の給与の見直し

【中期計画の概要】
（２）効率化による収支改善
・ センターとしての使命を果たすための経営戦略や毎年の事業計画を通じた経営管理により収支相償の経営を目指すこととし、５年間を累計した損
益計算において、経常収支率が100％以上となるよう経営改善に取り組む。

① 給与制度の適正化
・ 給与水準等については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。

② 材料費の節減
・ 医薬品、医療材料等の購入方法、契約単価の見直しにより、材料費率の抑制に努める。

③ 一般管理費の節減
平成21年度に比し、中期目標の期間の最終年度において、一般管理費（退職手当を除く。）について15％以上節減を図る。

④ 建築コストの適正化
建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図る。

⑤ 収入の確保
医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払案内等の督促業務を行うなど回収に努めることで、平成21年度に比して

（※）医業未収金比率の縮減に取り組む。また、診療報酬請求業務については、院内のレセプト点検体制の確立等により適正な診療報酬請求事務の推進に努
める。 ※ 平成21年度（平成20年４月～平成22年１月末時点） 医業未収金比率0.05％

電子化の推進
（１）電子化の推進による業務の効率化

・ 業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化を、費用対効果を勘案しつつ取り組むよう努めるとともに、情報セキュリティの向上を
図る。また、電子カルテシステムの円滑な運用のための具体的な取組を行う。

（２）財務会計システム導入による月次決算の実施
・ 企業会計原則に基づく独立行政法人会計基準への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行い、財務状況を把握するとともに経営改善
に努める。

16

暫定評価

B（3.46）

評価項目11 効率化による収支改善、電子化の推進



経常収支の推移

項目 H22’決算額 H23’決算額 H24’決算額 H25’決算額
H22～25年度

累計

経常収益（百万円） １１，７０５ １２，４３６ １４，０６１ １４，０２７ ５２，２２８

経常費用（百万円） １１，７３１ １３，２０１ １４，３５５ １４，２４９ ５３，５３６

経常収支（百万円） ▲２６ ▲７６５ ▲２９４ ▲２２２ ▲１，３０７

経常収支率（％） ９９．８ ９４．２ ９７．９ ９８．４ ９７．６

17

【124頁】

22年度の新病棟オープンに伴う減価償却費の影響などにより、25年度まで経年的に経常損失を計上してい
るが、24年度からは、経常収支は改善している。

項目 H22’決算額 H23’決算額 H24’決算額 H25’決算額

医業収益（百万円） ６，０１２ ６，７３１ ７，３９７ ７，５８９

医業費用（百万円） ６，５６９ ７，０７０ ７，３７７ ７，４４５

医業収支（百万円） ▲５５７ ▲３３８ ２０ １４３

医業収支率（％） ９１．５ ９５．２ １００．３ １０１．９

（参考）医業収支の推移（再掲）

医業収支は24年度以降、黒字に転換している。



③一般管理費（退職手当を除く。）の節減

委託費等の費用の節減等、経費の縮減・見直しを図り、21
年度に比して161百万円(▲25.6％)減少させた。
（中期計画・・21年度に比して15％以上縮減）百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
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【128頁】

②材料費の節減

棚卸資産残高推移 医薬品 診療材料（単位：千円）

材料比率推移（単位：％）

棚卸資産残高は年々減少した。

（主な取組）
・22年度に医薬品、検査試薬及び医療材料等についてｽｹｰﾙﾒﾘｯ
ﾄを生かした経費削減を図るため、6ＮＣ共同入札を実施（24年度
より、NCのみならず、国立病院機構や労働者健康福祉機構労災
病院とも共同入札）。

・24年度より医療材料で１社１括調達を導入し、医療材料管理業
務において、医療材料の販売と併せて契約締結が可能となり、院
内在庫方式から院外在庫方式に変更。

・医薬品等の共同入札による経費削減、SPDによる適正な在庫管
理等の取組により、材料費率は年々減少し、25年度において、21
年度に比して材料費率を▲1.4％とした。

※22年度末は、東日本大震災発生による供給不安から在庫定数を大幅に増
加させた。

【126,127頁】



（単位：％）
医業未収金比率推移

（中期計画・・21年度に比して縮減）
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④建築コストの適正化

【主な取組状況】

・建築単価の見直しについては、官庁工事の積算単価によらず、民間ﾍﾞｰｽの単価、取引実績により契約することを基本と考えた。東日本大震災の後は、災害に
強いｾﾝﾀｰの構築を目指して、建築単価等の見直しを行い、工事内容についても、当初、自家発電器の強化等だったものを、ｴﾈﾙｷﾞｰ監視ｼｽﾃﾑ導入工事、
研究所（本館・2号館）高効率照明更新工事、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備工事などにおいて見直すなど、投資の効率化を図った。

【128頁】

【主な取組状況】
・医業未収金対策として、23年3月からｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済を導入。

・滞留債権の回収に当たっては、電話督促、再請求文書、督促文書（保証人に対するものを含む。）、弁護士名督促文書の送付等、督促手順のﾙｰﾙ化を実施。

また、支払いが長期にわたり滞っている患者について、病棟医師・看護師・ｸﾗｰｸへの情報提供と連携を図ると共に、患者が退院後にｾﾝﾀｰに外来受診した際、

外来医師からも働きかけて頂く体制を構築。

・適正な診療報酬事務の推進のため、診療報酬委員会による毎月の査定状況や高額査定の検証等を実施。査定率はほぼ毎年度減少した。

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

査定率 0.44％ → 0.38％ → 0.25％ →       0.30％ → 0.22％

・新たな施設基準の取得に積極的に取組。22年度から25年度までの主な施設基準取得は以下のとおり。

①精神病棟入院基本料15:1→13:1（H22.5～） 改善額 48,156千円 ②一般病棟入院基本料10:1→7:1（H23.5～） 改善額 61,165千円

③精神病棟入院基本料13:1→10:1（H24.5～） 改善額134,189千円 ④障害者施設等入院基本料10:1→7:1(H24.5～)   改善額120,893千円

⑤精神科救急入院料Ⅰ（H25.4～） 改善額146,161千円

⑤収入の確保 【129～134頁】

21年度の0.054％から0.040％縮減 【129頁】



（１）電子化の推進による業務の効率化

○ 業務の効率化
ｾﾝﾀｰの情報共有ﾂｰﾙとしてｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱを運用開始し、職員に対する通知等の一部についてﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化を進めるなど業務の効率化を図った。
また、利便性の向上や業務の効率化への次の取組を実施。

・臨床研究の倫理申請情報・審査結果・審査資料を統合的に管理する「倫理審査申請ｼｽﾃﾑ」を22年度に導入。全倫理申請課題について本ｼｽﾃﾑ上で
運用を実施。

・倫理講座の受講記録に関して、職員ｶｰﾄﾞ(IDｶｰﾄﾞ）を利用した入退室管理ﾃﾞﾊﾞｲｽおよびﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを23年度に開発し、受講登録と有効期限を管理。
・ｾﾝﾀｰ主催の各研修について、研修申込から受講料の請求までの一連の業務を電子化、 WEB研修受付ｼｽﾃﾑを構築し、23年度より運用を開始。
・研究業績の管理業務を省力化及び効率化するための「研究業績管理ｼｽﾃﾑ」を構築し、24年度より運用を開始。
・Remudyで行っている患者登録事業（紙受付）を、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由で電子的に受付し、管理が可能なWEB患者情報登録ｼｽﾃﾑの構築を行い、25年度より運用開始。
・ﾊﾞｲｵﾊﾞﾝｸ事業の推進に必要な臨床研究情報基盤（ＳＡＳ）の構築。このｲﾝﾌﾗ（ｻｰﾊﾞ）として、23年度に構築した仮想ｻｰﾊﾞ環境を活用し、ｻｰﾊﾞ導入ｺｽﾄを大幅に
削減。

・ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱにｱﾝｹｰﾄ機能を実装し、回答結果のとりまとめ等に係る業務を効率化させた。引き続き利便性の向上や業務の効率化への取組を実施。

○ ｾｷｭﾘﾃｨの実施 【135,136頁】
・22年度にｾﾝﾀｰ情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰを策定。これに基づいて情報ｾｷｭﾘﾃｨ自己点検を全職員対象に実施、自己点検の総括を行い、関係規程の改正（ｾｷｭﾘ

ﾃィ対策の強化）も実施。
・ｾﾝﾀｰのITを統括する体制を整備するため、独立行政法人国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ情報委員会規程を定め、同規程に基づき、情報委員会を開催。

同委員会での検討結果を受け、ｽﾊﾟﾑメール対策機能の強化や休眠ﾒｰﾘﾝｸﾘｽﾄｱﾄﾞﾚｽの削除等の情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策を実施。
・25年度に、ｾﾝﾀｰが保有する情報資産の安全性及び信頼性を確保し、厚生労働省の「厚生労働省情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ」及び「医療情報ｼｽﾃﾑの安全管理に関す

るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」に準拠したものにするため、従来の規程を廃止して新たに「独立行政法人国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ情報ｾｷｭﾘﾃｨ規程」を制定。
・22年度より毎年度、全職員対象に情報ｾｷｭﾘﾃｨ自己点検を実施。

（２）財務会計システム導入による月次決算の実施

・財務会計ｼｽﾃﾑ及び医事統計ｼｽﾃﾑ等を活用して、22年度より、月次決算を開始し、毎月、理事会及び病院経営会議等において、月次決算額や分析結果を報
告。【137頁】
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【135頁】

電子化の推進



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(3.87) A(3.62) A(3.71) A(3.66)

【主な取組状況】

・法令及び規程の遵守等のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの推進を図るため、22年4月より、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長を設置するとともに、独立した内部監査部門として、監査室を設置。
・内部監査の実施に必要な内部監査細則及び内部監査計画書を整備し、内部監査計画書に基づいて作成した自己評価ﾁｪｯｸﾘｽﾄを用いて、文書による監査を実

施。【138頁】
・監事と監査室との連携により、以下の実地監査及び書面監査を実施。24年度には、窓口収納について抜き打ち監査も実施。【138頁】

①旅費（ﾀｸｼｰ券使用含む）支給等の管理、②公的研究費の支出・管理、知的財産（特許）の維持管理、③固定資産管理、④債権管理、診療報酬管理
⑤個人情報保護、給与支給業務、任用・服務の状況、⑥年度計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの状況、⑦業者債権債務の確認、⑧独法が支出する会費、⑨委員会等議事録の
閲覧、⑩文書管理、規程類の整備状況、⑪廃棄物の処理状況

・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づき、22年度より契約監視委員会を設置し、各年度末までに締結した
契約（競争性のない随意契約、一者応札・一者応募となった契約、落札率100％案件）について点検、見直しを実施。【139頁】

・契約業務については、原則として一般競争入札とし、血液製剤や放射性医薬品の調達等、法令等により契約の相手方が特定されるものや複数年度リース期間中
の随意契約によるもの等を除き、順次、競争入札等を実施。【139頁】

・22年度より、契約審査委員会を設置し、適正な契約の執行のため、仕様、公募期間、入札方法、契約方法等ついて毎年度10回以上審査を実施。【139頁】

・予定価格が100万円（賃借については80万円）を超える契約については、競争入札及び随意契約の別にHPにおいて公表。【140頁】

・研究者が財団法人等から交付を受けた研究費について、25年度に規程を改正し、財団法人等から交付を受けた研究費に関しても事務委任すべき研究費として
位置づけ。また、発注後の納品の検収を行う職員を専任の係とし、発注担当と納品検収担当を明確に分離して内部牽制体制を強化。【141頁】

【中期計画の概要】
法令遵守等内部統制の適切な構築
・ 法令遵守（コンプライアンス）等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。
契約業務については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性、公正性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行するとともに、随意契約につい
ては、従前の「随意契約見直し計画」を踏まえた適正化を図り、その取組状況を公表する。
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暫定評価

A（3.71）

評価項目12  法令遵守等内部統制の適切な構築



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(3.87) B(3.12) A(3.71) A(3.50)

【中期計画の概要】
予算、収支計画及び資金計画
１．自己収入の増加に関する事項
・ 民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入れ等、外部資金の獲得を行う。

２．資産及び負債の管理に関する事項
・ センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な固定負債（長期借入金の残高）を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適
切なものとなるよう努める。そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保する。

短期借入金限度額
１．限度額 ２，０００百万円
２．想定される理由
（１）運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応
（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資金繰り資金の出費への対応
（３）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対応

重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画
なし

剰余金の使途
・ 決算において剰余を生じた場合は、将来の投資（建物等の整備・修繕、医療機器等の購入等）及び借入金の償還に充てる。

暫定評価

A（3.55）

評価項目13  予算、収支計画及び資金計画、短期借入金、重要財産の処分等、剰余金の使途

【主な取組状況】

１．自己収入の増加に関する事項 【142頁】
・外部資金を積極的に受け入れ、外部資金は、ほぼ年々増加。

２．資産及び負債の管理に関する事項 【143頁】
・現在の固定負債は償還確実性が確保できる適切な範囲であり、

22年度から25年度においては、新規の借り入れはなし。

短期借入金 【144頁】
・22年度から25年度における短期借入金はなし。

重要な財産処分等 【145頁】
・なし。

剰余金の使途 【146頁】
・22年度から25年度決算において、剰余は生じなかった。 22

項目 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度

寄附金 5,188 26,000 20,400 22,546

受託研究 48,689 40,450 42,695 74,322

治験 252,586 161,184 187,522 220,671

共同研究 11,410 9,600 112,262 66,679

外部資金 計 317,874 237,234 362,879 384,218

競争的研究資金 2,255,471 2,103,908 2,008,951 1,988,043

総 計 2,573,345 2,341,142 2,371,830 2,372,261

（単位：千円）



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

Ａ(4.00) A(3.87) A(3.85) A(3.83)

【中期計画の概要】

人事システムの最適化
・ 職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させるとともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入する。当該制度の適
切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することにより、センター全体の能率的運営につなげる。

・ 非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進など、優秀な人材を持続的に確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、国立
病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体制を構築する。

・ 女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよう、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働
きやすい職場環境の整備に努める。

人事に関する方針
・ 良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者については、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に
十分配慮する。特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防止や復職支援の対策を講じる。また、幹部職員など専門的な技術
を有する者については、公募を基本とし、優秀な人材の確保に努める。

・ センターの平成２２年度期首における職員数を６１６人とするものの、医師、看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見込ま
れるものであり、中期目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に支障が生じないよう適正な人員配置に努める。特に、技能職については、外部委託の
推進に努める。

その他の事項
・ センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプランを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。成果につい
て、一般の国民が理解しやすい方法、内容で情報開示をホームページ等で行うように努める。

・ ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗い出し、改善策の立案、翌年度の年度計画の作成等に資するよう、職員の意見の聴取に努める。

暫定評価

A（3.88）

評価項目14  その他主務省令で定める業務運営に関する事項

【主な取組状況】

人事システムの最適化 【147頁】
・役職職員のうち医師及び研究者について年俸制を導入。その他の職員についても、前年度の実績評価を賞与・昇給に反映させる業績評価制度を導入。
・国、国立病院機構、他のﾅｼｮﾅﾙｾﾝﾀｰ等との人事交流。大学とも人事交流を進めるとともに、宮崎県、法務省保護局社会復帰調整官、PMDAなど国や民間等との
人事交流を積極的に推進。
・女性の働きやすい環境整備のため、育児休業や育児短時間制度、育児時間、子の看護休暇等の規程を整備し、併せてｾﾝﾀｰ内に保育所を設置することで、育児

と仕事の両立が可能となるよう整備。

人事に関する方針 【151頁】
・離職防止のため職場満足度調査を実施。また、患者ＱＯＬの向上のため、療養介護職を設置。職員の募集に際しては、公募を原則とし、採用。
・技能職については、22年度から25年度までに16名を退職後不補充とし、外部委託等により対応。

その他の事項 【155頁】
・四半期ごとの年度計画の進捗状況をｾﾝﾀｰ幹部に報告。
・全職員を対象にしたｾﾝﾀｰの運営改善やﾐｯｼｮﾝ達成に役立つ提案を受けるため、提案窓口を設置。提案内容について検討し、対応。

23


